
法定係数 法定ひょう量 （ ｔ ）

　１ １ １，５００

　２ ２ ３，０００

３ ４，５００

　５ ３／４ ４ ６，０００

　６ ５ ７，５００

６ ９，０００

　９ ７ １０，５００

８ １２，０００

９ １３，５００

１６ １０ １５，０００

１１ １６，５００

１２ １８，０００

２１ １３ １９，５００

１４ ２１，０００

１５ ２２，５００

２６ １６ ２４，０００

１７ ２５，５００

１８ ２７，０００

３１ １９ ２８，５００

２０ ３０，０００

３／５ ２１ ３１，５００

３６ ２２ ３３，０００

２３ ３４，５００

２４ ３６，０００

４１ ２５ ３７，５００

２６ ３９，０００

２７ ４０，５００

４６ ２８ ４２，０００

２９ ４３，５００

３０ ４５，０００

５１ ３１ ４６，５００

３２ ４８，０００

３３ ４９，５００

５６ ３４ ５１，０００

３５ ５２，５００

３６ ５４，０００

１．　法定ひょう量（ｔ）当たり １，５００円とする。

２．　本表の算出法は、ひょう量に法定係数を掛けた法定ひょう量の金額とする。

　　　ただし、ひょう量の３／５が ８ ｔ 未満の場合は、８ t とする。

３．　法定ひょう量 １ t 未満の端数を生じた場合は、１ ｔ とする。 

４．　ひょう量  １ ｔ 未満の質量計が２台以上ある場合は、その合計ひょう量を法定

      ひょう量とする。

５．　本表にないひょう量については、法定係数により算出した法定ひょう量による。

費用徴収額早見表

５４　～　５５

５７　～　５８

５９　～　６０

７　～　８

４４　～　４５

４７　～　４８

４９　～　５０

５２　～　５３

３４　～　３５

３７　～　３８

３９　～　４０

４２　～　４３

２４　～　２５

２７　～　２８

２９　～　３０

３２　～　３３

１７　～　１８

１９　～　２０

２２　～　２３

費　　　用 （円）ひょう量 （ ｔ ）

１０　～　１３

１４　～　１５

３　～　４


